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限度額適用認定証・特定疾病療養受療証

※70歳以上の一般または現役並み所得Ⅲの方は、「保険証兼高齢
受給者証」で所得区分の確認ができるので「認定証」は不要です。

※同一月に複数の医療機関を受診した場合や、同一の医療機関
の受診でも、外来と入院で受診した場合には通算することは
できませんので、高額療養費の対象となる場合は、市区町村へ
高額療養費の支給申請をしてください。

※上位所得者とは、10ページの表にある所得要件が「ア」または「イ」の区
　分に属する被保険者をいいます。

●人工透析を必要とする慢性腎不全
　（※70歳未満の上位所得者は、自己負担限度額が
　2万円となります。）

●先天性血液凝固因子障害の一部（血友病）
　（血液分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ
　因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害）

●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

厚生労働大臣が指定する特定疾病

●高額な診療を受ける場合
　入院などにより、医療費の負担が高額になる場合には、
あらかじめ市区町村に申請して「認定証」（限度額適用認定証
または限度額適用・標準負担額減額認定証）の交付を受け、
医療機関などの窓口に提示することで、同一の医療機関・
薬局での同一月の自己負担額を高額療養費の限度額まで
とすることができます。（入院時の食事代や日用品代などは
別途負担となります。）

●特定疾病の場合
　厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、自己負担限
度額が１医療機関につき、月１万円となります。
　あらかじめ市区町村に申請して、「特定疾病療養受療証」
の交付を受け、医療機関の窓口に提示してください。

●70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯の
　高額療養費の計算例

●高額療養費の申請は、市町村のこくほの窓口へ。

※（世帯合算の対象となる負担額は、70歳未満の21，000円以上の
負担額、70歳以上については金額にかかわらず全ての負担額です。）
Aさん（73歳 一般 2割負担）
Bさん（45歳 所得要件：エ ３割負担）の2人世帯
（計算方法）
●Aさん（外来） 総医療費  80,000円

限度額を超えない
ため、払い戻しなし

保険給付 一部負担金
64,000円限度額18,000円 16,000円

●Aさん（入院） 総医療費  250,000円
保険給付 一部負担金
200,000円限度額57,600円 50,000円

Ａさんの入院と外来の一部負担額を合算（16,000+50,000＝
66,000円）し、自己負担限度額との差額（66,000-57,600＝
8,400円）（☆）を払い戻し

●Ｂさん（入院） 総医療費  400,000円
保険給付 高額療養費
280,000円限度額57,600円 62,400円

一部負担金
57,600円

Ａさんのなお残る自己負担額とＢさんの負担額を合算
Ａさん57,600円＋Ｂさん57,600円＝115,200円

この世帯の限度額は７０歳未満の限度額が適用されるので、
57,600円が世帯の自己負担限度額となります。
総支払額  115,200円
負担限度額57,600円なので差額57,600円（★）を払い戻し。
Ａさんの入院分を足して66,000円（☆＋★）が払い戻しとなります。

●保険証
●医療機関が発行した領収書
●世帯主の預金口座番号がわかるもの
●マイナンバーカード（個人番号カード）または
　マイナンバーの分かる書類と本人確認書類

高額療養費の申請に必要なもの

※申請に必要な書類はお住まいの市区町村にご確認ください。 
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入院時食事療養費・生活療養費

１ 入院時の食費の負担額（1食あたり）

区　分 負担額

一般（下記以外の方） 460円

260円

210円

160円

100円

指定難病、小児慢性特定疾病の方 

90日までの入院

住民税課税世帯 460円 ※ 370円

130円 370円

210円 370円

過去12か月で90日を超える入院

低所得者Ⅰ

住民税
課税世帯

住民税
非課税世帯、
低所得者Ⅱ

※1 ①の該当者で平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に
入院している方の負担額は経過措置として※１の額となります。

※一部の保険医療機関では、420円の場合もあります。

※難病など入院医療の必要性の高い方については、居住費の負担はありませ
んが、1の入院時の食費の負担額を負担することになります。

●入院したときの食事代
　入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用
とは別に負担することになります。

●療養病床に入院する65歳以上の方は、食事と
　居住費を負担することになります。

　1、2の②、③に該当する方は、あらかじめ市区町村に申
請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受
け医療機関の窓口で提示することが必要です。

2 療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費の負担額

①

②

③

※1

※2

区　分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
①

②

③

住民税非課税世帯、
低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

高額介護合算療養費

【70歳未満】

　医療保険及び介護保険の両給付を受けることにより、
自己負担額の合計額が著しく高額になる場合、次の表の
自己負担限度額を超える分が申請により払い戻されます。
※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。

　上記の金額は、毎年8月～翌年7月までの期間を計算し
たもので12か月相当の自己負担上限額です。
　高額介護合算療養費の申請は、毎年7月までの期間の
分を8月以降に行うことになります。
　旧ただし書き所得は、総所得金額等から基礎控除（43
万円（所得金額によって変わります。））を引いた所得をいい
ます。

区　分 限度額

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

旧ただし書き所得
901万円超

旧ただし書き所得
600万円超～901万円以下

旧ただし書き所得
210万円超～600万円以下

旧ただし書き所得
210万円以下

住民税非課税世帯
※2 住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない方など。

令和６年6月から①の方は30円、②③の方は10円～20円引き上げられる予定です。

令和６年6月から①の方は30円、②③の方は10円～20円引き上げられる予定です。


